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(57)【要約】
【課題】　地盤の液状化対策のために地盤注入される薬
液を、地盤内に注入した際にゲル化前に対象地盤範囲内
に確実に注入させることができるように薬液の原位置ゲ
ルタイムを推定する。
【解決手段】　薬液を地盤注入して地盤改良される地盤
内に粗密波（Ｐ波）およびせん断波（Ｓ波）を発振受振
可能な振動子センサユニットを設置する。振動子センサ
ユニットで測定され、算出された弾性波速度のうち、粗
密波速度（Ｖｐ）の経時変化から、注入された薬液の原
位置でのゲルタイムを推定し、ゲル化開始時までに対象
地盤内への確実な薬液注入を行えるようにした。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬液を地盤注入して地盤改良される地盤内に弾性波測定手段を設置し、該弾性波測定手
段で得られた弾性波速度の経時変化から前記薬液の原位置でのゲルタイムを推定するよう
にしたことを特徴とする地盤注入薬液の原位置ゲルタイム推定方法。
【請求項２】
　前記弾性波測定手段は、粗密波およびせん断波を発振受振可能な振動子センサであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の地盤注入薬液の原位置ゲルタイム推定方法。
【請求項３】
　前記弾性波測定手段で得られた粗密波速度の経時変化から、前記薬液のゲルタイムを推
定することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の地盤注入薬液の原位置ゲルタイ
ム推定方法。
【請求項４】
　前記粗密速度の経時変化における最小値点が、ゲル化開始時であるとしたことを特徴と
する請求項３に記載の地盤注入薬液の原位置ゲルタイム推定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は地盤注入薬液の原位置ゲルタイム推定方法に係り、特に地震時に液状化が予想
される地盤の液状化対策のために地盤注入される薬液を、地盤内に注入した際にゲル化前
に対象地盤範囲内に確実に注入させることができるようにする薬液の原位置ゲルタイムの
推定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、昭和５２年以前に旧消防法の基準に沿って建設された屋外貯蔵タンク等の構造物
に対して、その基礎地盤の液状化防止の対策工としての各種の地盤改良が実施されてきて
いる。その対策工法の一つとして、従来の水ガラスに代わり、活性複合シリカをベースと
した薬剤（以下、活性シリカ系薬剤と記す。）を、液状化対象地盤に注入する対策工が施
工数を増加している。
【０００３】
　この活性シリカ系薬剤は当初の粘性が低く、浸透性が極めて良好な為、一注入孔から大
量の薬液を注入することができ、注入された薬液は吐出口を中心点とした略球状に注入地
盤内を浸透し、最終的に球形をなして固化することが確認されている。その改良された略
球状の改良体は直径３．０m程度にすることができる。したがって、この程度の大きさの
改良体を施工完了するまで間に、薬液が固まることを防止することが施工管理上、きわめ
て重要である。現在、一般的にはゲルタイム調整は現地の砂を使用して、試験室で薬剤を
浸透させて直接測定する方法がとられている。なお、本明細書では、薬液混合後、時間経
過に伴って薬液の粘性が増し、土粒子間の浸透が困難になる状態になる（ゲル化する、ゲ
ルする)のに要する時間をゲルタイムと称し、以下の説明を進める。
【０００４】
　これに関連して、出願人は、これまでに原地盤や改良地盤等の特性の把握のために弾性
波測定手段を用いた地盤特性の把握に取り組んできた。具体的には、対象地盤内に所定の
ボーリング孔を削孔し、その内部に弾性波発振体と受振体とを一体化させた振動子センサ
を埋設し、振動子センサから地上まで導出させた信号線を用いて、地盤の所定深度におけ
る粗密波（Ｐ波）せん断波（Ｓ波）の速度（Ｖp，Ｖs）を計測することで、地盤の強度特
性を把握する方法の検討を行っている。粗密波速度測定においては、たとえばチタン酸バ
リウム等を素材とする、ドーナッツ状や円板形状の基板面全体が太鼓のように往復振動し
て粗密波（縦波）を発生させる圧電素子センサを用い、せん断波速度測定においては、自
由端が往復振動してせん断波（横波）を発生させる片持ち切片状の「ベンダーエレメント
」と呼ばれる振動子センサを用いた現場測定を行っている。
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【０００５】
　特に、上述のベンダーエレメントの適用例としては、地盤改良の実施工に先立ち、固化
材の設計添加量を事前に把握するために、ベンダーエレメントを配合割合で作製された対
象試験体に取り付け、通電させて発振体を振動させ、受振体でそのせん断波速度Ｖsを求
めることで、媒質としての各種の試験体における地盤改良効果をあらかじめ把握できるよ
うにした提案も行っている（特許文献１参照。）
【特許文献１】特開２００４－５３５８６公報参照。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、薬液注入の施工では、通常、地盤に注入された薬剤のゲルタイムが所定
より短い(予定より早くゲルする)場合には、ゲル後の注入が困難となるため、所定の量が
注入出来ない場合や、ゲルした改良地盤を割裂して薬剤が浸透するなど、不具合が起るこ
とになる。また、逆にゲルタイムが所定より長い(予定より遅くゲルする)場合には、所定
に位置でゲルせずに、地下水の流動により計画位置から他に流出し、所定の改良効果が得
られない場合がある。このため、地盤改良においては、地盤中に注入される薬剤のゲルタ
イムを制御することがきわめて重要になってくる。
【０００７】
　しかし、実施工においては、対象地盤中の金属塩の存在や、地盤、地下水のｐＨ、地中
温度等を要因として大きく変化するため、地盤中に注入された薬液のゲルタイムを定量的
に把握することは困難となっている。そこで、本発明の目的は上述した従来の技術が有す
る問題点を解消し、薬液注入を行う対象地盤を想定した地盤状態において、弾性波測定手
段による弾性波測定を行い、その経時変化の傾向をもとに、薬液のゲルタイムの推定を精
度よく行える地盤注入薬液の原位置ゲルタイム推定方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は薬液を地盤注入して地盤改良される地盤内に弾性
波測定手段を設置し、該弾性波測定手段で得られた弾性波速度の経時変化から前記薬液の
原位置でのゲルタイムを推定するようにしたことを特徴とする。
【０００９】
　前記弾性波測定手段は、粗密波およびせん断波を発振受振可能な振動子センサを用いる
ことが好ましい。また、前記弾性波測定手段で得られた粗密波速度の経時変化から、前記
薬液のゲルタイムを推定することが好ましい。
【００１０】
　このとき、粗密速度の経時変化における最小値点が、ゲル化開始時であると判断するこ
とが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　以上に説明したように、本発明によれば、改良対象地盤における薬液注入時のゲルタイ
ムを精度良く推定できるため、適正なゲルタイムに設定された薬液を所定の対象地盤内に
確実に注入することができ、その結果、改良範囲の地盤での確実な液状化対策を図ること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の地盤注入薬液の原位置ゲルタイム推定方法の実施するための最良の形態
として、以下の実施例について添付図面を参照して説明する。
【実施例】
【００１３】
　本実施例による地盤注入薬液の原位置ゲルタイム推定方法について、図６に例示した液
状化地盤の改良工事を想定して、以下の説明を行う。図６は、既設の地上式貯蔵タンク（
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以下、タンク５０と記す。）のタンク基礎５１を支持する基礎地盤５２に薬液注入を行い
、液状化対策を行った状態を模式的に示した地盤断面図である。このタンク５０の例では
、同図に示したように、タンク基礎５１より所定深度（約１．５m）に地下水位５３が位
置し、それ以深に飽和砂質地盤５４が位置している。この飽和砂質地盤５４は、間隙率が
４５％以上あり、ゆるい飽和砂質地盤として、地震時に液状化のおそれがある。そこで、
本発明では、タンク５０直下の飽和砂質地盤位置に、図示したような、直径３m程度の連
続した略球体状の改良体（改良範囲、改良地盤）１を造成し、この改良範囲１における地
震時の液状化防止を図ることとしている。
【００１４】
　以下、図６に示した地盤改良体を造成する際に、地盤内に薬液を適正に注入するための
薬液の適正なゲルタイムの調整を行うための指標として用いられる弾性波（粗密波（縦波
）：Ｖｐ，せん断波（横波）：Ｖｓ）による注入された薬剤の状態変化の推定方法につい
て、図１～図４を参照して説明する。図１は、薬液が所定範囲にわたり注入された改良地
盤１を部分的に示している。図１には、薬液注入された改良地盤１内の所定位置において
、一対の計測パイプ１０が対向した状態で埋設された状態が示されている。図１に示した
ように、各計測パイプ１０の下端からは、後述する支持ロッド１２下端に固着された振動
子センサユニット１１が突出している。
【００１５】
　この弾性波測定手段としての振動子センサユニット１１は、粗密波およびせん断波を発
振受振可能な振動子センサで、本体となるドーナッツ板状の圧電素子センサ１５と、その
本体中心部の両側面に、それぞれ計測方向に向けて取り付けられた片持ち切片（短冊）状
のベンダーエレメント１６とで構成されている。ドーナッツ板状の圧電素子センサ１５が
、粗密波（縦波）発振体と受振体として、本体の両側面に取り付けられた短冊状のベンダ
ーエレメント１６がせん断波（横波）発振体と受振体として機能する。
【００１６】
　各計測パイプ１０は、図２（ａ）に示したように、改良地盤１内の各位置において、対
向して埋設された各計測パイプ１０の下端から突出した振動子センサユニット１１の圧電
素子センサ１５とその両側面に取り付けられたベンダーエレメント１６とが対向した一対
となり、発振側センサ１１Ｓおよびと受振側センサ１１Ｒ（図１参照）となるように配置
されている。図２（ｂ）に示したように、計測パイプ１０（図示せず）を所定位置に設け
ることにより、地盤改良範囲の各所に振動子センサユニット１１を配置し、対向配置され
た振動子センサユニット１１間での弾性波速度を計測できる。すなわち、対向した振動子
センサユニット１１の間には、砂質地盤の間隙に薬液が注入された状態の媒質が存在する
。この媒質は、薬液が時間経過に伴い、地盤内で粘性や固化状態が変化する。そこで、本
発明では、この媒質内を伝播する弾性波速度を測定し、その弾性波の変化の傾向を把握し
、その変化状態から、薬液のゲルタイムを推定することができる。
【００１７】
　図１に示した計測パイプ１０の配置例は、図２に示した地盤改良範囲（薬液注入範囲）
のうち、注入管２の吐出口２ａ近傍に配置された一対の計測パイプ１０を拡大して示した
ものである。したがって、図２に示したように、注入管２の吐出口２ａから地盤内の間隙
に浸透する薬液が一対の計測パイプ１０の下端の振動子センサユニット１１間の地盤間（
以下、計測区間と呼ぶ。）の間隙に完全に注入された状態を想定して計測を行っていく。
この薬液は低粘性の液体状であるため、上述したように、吐出後、ごく短時間で計測区間
に充填されるので、振動子センサユニット１１の圧電素子センサ１５とベンダエレメント
１６による弾性波の変化の測定は、地盤間隙に満たされた薬液が液体状からゲル化するま
での時間経過に伴う媒質全体の状態の変化として測定できる。なお、本明細書では、計測
パイプ１０は、単に支持部材として機能するケーシングパイプ４のみでなく、下端に設置
された弾性波計測手段としての振動子センサユニット１１、信号線ケーブル５等の計測機
能を果たす部材全体をさすものとする。
【００１８】
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　図１の計測パイプ１０の機器構成について説明する。各計測パイプ１０は、あらかじめ
削孔されていたボーリング孔（φ１００mm程度）を利用して、孔壁保護用のケーシングパ
イプ４を挿入した計測孔３を設け、その中に、圧電素子センサ１５とベンダーエレメント
１６とからなる振動子センサユニット１１を埋設し、振動子センサユニット１１の信号線
ケーブル５を地上の計測ユニット６に接続することで、図１に示したような発振側１０Ｓ
、受振側１０Ｒの一対から構成されるようになっている（詳細構成は図３を参照して後述
する。）。なお、本明細書で、振動子センサユニット１１及び圧電素子センサ１５の各側
面および各側面に取り付けられたベンダーエレメント１６を示す場合において、発振（Se
nd）側、受振(Receive)側を特定する場合には、これらの符号に添え字として発振側「Ｓ
」、受振側「Ｒ」を付し、それ以外では単に各符号１０，１１，１５，１６を付して示す
。本実施例では、一対の計測パイプ１０Ｓ，１０Ｒ（振動子センサユニット１１Ｓ，１１
Ｒ）間の距離は約３０cmを基準としている。その設置精度は弾性波速度の速度に影響する
が、媒質内を伝播する弾性波速度の変化傾向には直接影響はないため、おおよその精度で
設置すればよい。なお、振動子センサユニット１１は、図１に示したように、ケーシング
パイプ４の下端から露出した状態で、その周囲に原地盤と同様の相対密度となるように埋
戻し砂を充填して位置保持させる。
【００１９】
　一方、発振体かつ受振体として機能する振動子センサユニット１１を操作する計測ユニ
ット６は、地上に設置されている。振動子センサユニット１１の圧電素子センサ１５とそ
の側面のベンダーエレメント１６から導出された各信号線ケーブル５（各センサの送受信
分の配線が確保されている）はケーシングパイプ４内を地上まで引き出され、この計測ユ
ニット６に接続され、複数個の振動子センサユニット１１の発振、受振を逐次制御するこ
とができるようになっている。図１では、一対の振動子センサユニット１１の信号線ケー
ブル５のみが計測ユニット６に接続された状態が示されている。この状態では、計測ユニ
ット６は、これら振動子センサユニット１１のうち、発振側振動子センサユニット１１Ｓ
へ印加して振動させ、弾性波としての粗密波（縦波：Ｖｐ）と、せん断波（横波：Ｖｓ）
とを、所定間隔あるいは連続発振させ、対向位置にある受振側振動子センサユニット１１
Ｒで受振し、その受振情報を内部の記憶手段（図示せず）に記憶させることができる。な
お、弾性波のうち、媒質を伝播させる粗密波あるいはせん断波のいずれを卓越させるかは
、媒質を伝播させる波形に応じて振動子センサユニット１１の振動子センサを適宜配置し
て決定すればよい。
【００２０】
　図３各図は、計測パイプ１０に装備される振動子センサユニット１１と、振動子センサ
ユニット１１を下端で支持する支持ロッド１２とを示している。図１に示したように、振
動子センサユニット１１は、圧電素子センサ１５及びその側面に装着されたベンダーエレ
メント１６の周囲が原地盤と同等の相対密度になるように埋め戻され、振動子センサユニ
ット１１に接続された信号線ケーブル５は地上まで導出され、図１に示したように、計測
ユニット６に接続される。支持ロッド１２の長さは、図１，図３に示したように、下端に
取り付けられた振動子センサユニット１１がケーシングパイプ４から露出し、頂部のＴ字
形ハンドル１３が地上から所定高さだけ突出する長さとすることが好ましい。このハンド
ル１３の向きは振動子センサユニット１１の圧電素子センサ１５の板面及びベンダーエレ
メント１６の指向方向と一致しているので、たとえば図１に示したように、地盤内に計測
パイプ１０（振動子センサユニット１１）が埋設され、その周囲が埋め戻されるような場
合でも、ハンドル１３を回して振動子センサユニット１１の向きを調整することで、一対
の圧電素子センサ１５Ｓ，１５Ｒとベンダーエレメント１６Ｓ，１６Ｒを高精度に正対さ
せることができる。
【００２１】
　本実施例では、振動子センサユニット１１は、外径６０mm内径２０mmのドーナッツ状を
なすチタン酸バリウム振動子からなる圧電素子センサ１５と、その両側面に片面の大きさ
が１５×１５mmの正方形状の短冊状をなす圧電セラミックス板からなるベンダーエレメン
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ト１６が取り付けられている。振動子センサユニット１１の上端に連結された支持ロッド
１２としては、曲げ剛性の高い金属棒が好ましい。圧電素子センサ１５の形状は、ドーナ
ッツ状に限定されることなく、面全体で往復振動できるような円板状としてもよい。ベン
ダーエレメント１６の寸法、センサ精度等は、計測区間での所望感度等を考慮して適した
仕様のセンサを選択することが好ましい。また、支持ロッド１２の金属棒としては適当な
直径の鉄筋棒等を利用しても良い。
【００２２】
　図２（ａ）は、略球状体となる薬液注入範囲内に、計測パイプ１０（以下、説明上、計
測パイプ１０の機能部材である「振動子センサユニット１１」を併記して、弾性波計測手
段としての意義を明確にする。）を配置した例を示した模式断面図、図２（ｂ）は断面線
IIb-IIbに沿って、振動子センサユニット１１の配置例を示した模式平断面図である。同
図において、同心状に示した仮想線（細線）は液状の薬液が地盤間隙内を浸透し、略球状
体の改良範囲を造成する過程を模式的に示したもので、薬液が浸透する範囲内に配置され
た振動子センサユニット１１が併せて示されている。ゲル化する前のシリカ系薬液は低粘
性であるため、液体のように各振動子センサユニット１１間の地盤内の間隙に浸透し、そ
の後の時間経過によりゲル化が進行するので、各振動子センサユニット１１での弾性波速
度を測定することで、薬液注入のタイミング（ゲルタイム：混合後～ゲル化の注入可能時
間）を把握することができる。
【００２３】
　図２各図には、説明のために、複数の好ましい計測パイプ１０（振動子センサユニット
１１）の各種の配置例が例示されている。図２（ａ）の薬液注入範囲の右半分には、４本
の計測パイプ１０（振動子センサユニット１１）が直列配置されている。各振動子センサ
ユニット１１は発振、受振機能を単独で備えているため、４個の振動子センサユニット１
１を直列配置することで、各振動子センサユニット１１の圧電素子センサ１５とその両側
面に装着された６個のベンダエレメント１６による直線状に配置された３箇所の計測区間
での弾性波速度（Ｖｐ，Ｖｓ）を同時に計測できる。この場合、この間での弾性波速度の
平均値を得ることで、上述した計測パイプ１０（振動子センサユニット１１）が設置され
た改良範囲における薬液のゲル化までの地盤の状態変化を把握することができる。図２（
ｂ）に示したように、各一対の振動子センサユニット１１を薬液吐出口２ａ近くに方向を
変えて複数配置することで、薬液が浸透する際の平面的な広がりのズレを把握できる。
【００２４】
　図４各図は、上述した計測パイプ１０（振動子センサユニット１１）の設置手順を示し
た施工順序図である。以下、（ａ）～（ｄ）で施工順序を説明する。まず、（ａ）に示し
たように、振動子センサユニット１１を設置する深さまで、ボーリング機械等で計測孔３
を削孔する。この計測孔３に代えて、注入に先だって行われた土質調査用のボーリング調
査孔を再利用しても良い。次いで、孔壁保護を目的として、計測孔３の孔径に応じたケー
シングパイプ４を孔内に挿入する。このケーシングパイプ４は振動子センサユニット１１
を設置する底部空間の直上まで挿入し、振動子センサユニット１１の設置箇所は素掘り状
態として残しておく（図４（ｂ））。なお、崩れやすい地盤ではケーシングパイプ４を押
し込みながら、中掘り方式により、パイプ内部を削孔しながらパイプを圧入することも有
効である。図３各図に示した支持ロッド１２の下端に固着された振動子センサユニット１
１をケーシングパイプ４内に挿入し、振動子センサユニット１１を底部の所定深さに設置
する。このとき、支持ロッド１２のハンドル１３を利用して、一対の振動子センサユニッ
ト１１に装着されたベンダエレメント１６同士が精度良く対向できるように、振動子セン
サユニット１１の向きを調整する（図４（ｃ））。その後、振動子センサユニット１１を
固定した状態で、振動子センサユニット１１の表面に突出したベンダーエレメント１６の
周囲から空間全体を砂で埋め戻す。この時、特に振動子センサユニット１１の周囲におい
て、埋め戻した砂の相対密度が周囲地盤と同等になるように埋め戻すことが重要である。
支持ロッド１２に沿って地上まで導出された信号線ケーブル５を図示しない計測ユニット
６に接続し、薬液注入前に計測区間でのキャリブレーションを行っておく。その後、薬液
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注入開始後、連続的にゲル化が確認でき、固化が進行するまで振動子センサユニット１１
により弾性波速度の計測を行う。
【００２５】
［弾性波速度計測結果によるゲル化状態の評価］
　図５は、モールド内で所定の相対密度とした砂質層（豊浦標準砂、目標相対密度Ｄｒ＝
６５％）に薬液（活性シリカ系薬液：濃度４％）を注入し、振動子センサユニットを用い
て薬液混合時からの弾性波速度(Ｖs，Ｖp）を計測した測定結果グラフである。図５（ａ
）は、粗密波（Ｖｐ波）変化グラフ、（ｂ）はせん断波（Ｖｓ波）変化グラフである。両
図から明らかなように、測定結果のＶｐ波は混合当初はほぼ一定の速度を示し、約１０分
後(図中、Ｓ点)から速度が低下し始め、約１００分後(図中、Ｔ点)で最小値となり、その
後増加に転じ、測定範囲において固化の進行とともに、増加している。弾性波速度測定と
同時に行ったモールド内の改良体の状態変化の観察では、Ｔ点付近で改良体がゲル化し始
めていた。このことから、粗密波Ｖp波が最小値になる時間が薬液のゲルタイムとなると
推定された。これに対して、せん断波速度Ｖｓ波でも同様な傾向は確認されたが、その変
化幅は粗密波Ｖｐ波の大きさに比べ、小さいため、Ｔ点の特定は困難であった。
【００２６】
　以上の実験結果を原地盤における改良に反映させたところ、同様の傾向で、Ｔ点での粗
密波速度の反転が確認でき、注入圧の変化等から、このＴ点において対象地盤でも注入薬
剤のゲル化が確認できた。このように、薬液が注入された改良地盤において粗密波速度Ｖ
ｐ波を測定し、その速度変化を確認することで、実際の地盤中のゲルタイムが正確に把握
できるようになった。この結果を踏まえ、薬剤の配合を調整して注入速度に適したゲルタ
イムを設定することで、改良対象の地盤範囲を、この薬剤を用いて確実に改良することが
できるようになった。
【００２７】
　なお、本発明では、注入薬液として活性シリカ系薬液を使用したが、実験室段階で弾性
波速度Ｖｐ波のＴ点を把握できるような変化性状を示す薬液であれば、この粗密波速度Ｖ
ｐを測定してゲル化状態を把握する測定方法が適用できることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明による振動子センサユニットを地盤改良範囲に設置した例（図２に示した
全体の一部）を示した説明図。
【図２】液状化地盤内に造成された地盤改良体と、その内部に設置された振動子センサユ
ニットの配置例を示した断面図。
【図３】振動子センサユニットと支持部材の構成を示した正面図、側面図。
【図４】振動子センサユニットの設置手順を示した施工順序図。
【図５】振動子センサユニットによる弾性波速度測定結果グラフ。
【図６】既設タンク基礎の液状化発生砂質層に地盤改良体を造成した状態を示した状態説
明図。
【符号の説明】
【００２９】
１　改良体（改良範囲、改良地盤）
５　信号線ケーブル
６　計測ユニット
１０　計測パイプ
１０Ｓ　発振側計測パイプ
１０Ｒ　受振側計測パイプ
１１　振動子センサユニット
１１Ｓ　発振側振動子センサユニット
１１Ｒ　受振側振動子センサユニット
１２　支持ロッド
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１５　圧電素子センサ
１５Ｓ　発振側圧電素子センサ
１５Ｒ　受振側圧電素子センサ
１６　ベンダエレメント
１６Ｓ　発振側ベンダエレメント
１６Ｒ　受振側ベンダエレメント

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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